
 

京都大学における年俸制教員の評価に関する規程 

平成２７年２月２４日 

達示第５７号制定 

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程（平成２６年達示第５６号）第

４条によるインセンティブ手当及び第５条による業績一時金を決定する際の評価に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（評価の種類） 

第２条 給与を年俸制とする教員（以下「年俸制教員」という。）の評価の種類は、次の各号に

定める評価及び新たに年俸制の適用を受ける際の評価とする。 

(1) 定期評価 

(2) 臨時評価 

(3) 業績評価 

２ インセンティブ手当を決定するに当たっては、前項第１号若しくは第２号の評価結果又は新

たに年俸制の適用を受ける際の評価結果を、業績一時金を決定するに当たっては、前項第３号

の評価結果を用いるものとする。 

（評価の対象） 

第３条 評価の対象となる活動は、次の各号に掲げる活動とする。 

(1) 教育 

(2) 研究 

(3) 診療 

(4) 教育研究支援 

(5) 組織運営 

(6) 学外活動・社会貢献 

（自己評価書） 

第４条 年俸制教員は、第２条第１項第１号及び第２号の評価に際しては、当該所属する部局が

定める自己評価書に業績等の必要事項を記載して、当該所属する部局の長に提出するものとす

る。 

（部局評価委員会） 

第５条 部局の長は、当該部局における定期評価及び臨時評価の実施方法その他の必要事項を審

議し、及び当該部局の長の定めるところにより、年俸制教員の定期評価及び臨時評価に係る審

査を行うため、部局評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、当該部局の長を含む教員５名以上で構成する。ただし、当該部局で適任者が得ら

れない場合又は適任者が５名に達しない場合は、他部局の教員又は学外の教員等から選出する。 

３ 前２項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、総長が別に定める。 

（定期評価） 

第６条 第２条第１項第１号の定期評価は、３年ごとに、前年度の末日を基準日として実施する。 

２ 委員会は、定期評価の実施に際しては、第３条各号に掲げる活動のうちから当該部局におけ

る評価項目及びその細目を定め、並びに各評価項目の評価比率を設定するなど、必要な事項を

定めて年俸制教員に通知するものとする。 

３ 委員会は、前項の評価項目及び細目の設定に際しては、当該部局における年俸制教員の活動

のすべてが含まれるように配慮しなければならない。 

４ 委員会は、第４条により提出された定期評価に係る自己評価書に基づき、年俸制教員ごとに

評価を行うものとする。 

５ 部局の長は、前項の委員会の評価結果を当該年俸制教員が所属する学系又は全学教員部（以

下「学系等」という。）の長（全学教員部にあっては当該年俸制教員が所属する全学機能組織

を担当する理事。以下同じ。）に報告し、当該学系等の長はその報告に基づき、総長に報告す

るものとする。 

６ 前各項に定めるもののほか、定期評価に関し必要な事項は、総長が別に定める。 

（平２８達２１・一部改正） 

（臨時評価） 



 

第７条 第２条第１項第２号の臨時評価は、年俸制教員が極めて権威のある賞を受賞した場合そ

の他の総長が別に定める特に顕著な業績をあげた場合に、その事実が生じた日後１箇月以内に

委員会において行うものとする。ただし、当該事実が生じた日から次回の定期評価の基準日ま

での期間が１箇月に満たない場合は、これを行わない。 

２ 前条第４項から第６項までの規定は、臨時評価の場合に準用する。この場合において、同条

第４項及び第６項中「定期評価」とあるのは「臨時評価」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の規定は、年俸制教員が、国立大学法人京都大学教職員就業規則（平成１６年達示第

７０号）第４８条の規定による懲戒処分（故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係

る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。）を受けた場合についても適用する。 

（新たに年俸制の適用を受ける際の評価） 

第８条 第２条第１項の新たに年俸制の適用を受ける際の評価は、部局の定めるところにより、

教育研究業績を基礎に教育研究能力その他の必要な能力等を総合的に評価するものとする。 

２ 第６条第５項及び第６項の規定は、新たに年俸制の適用を受ける際の評価の場合に準用する。

この場合において、同条第５項中「前項の委員会の評価結果」とあるのは「評価結果」と、同

条第６項中「定期評価」とあるのは「新たに年俸制の適用を受ける際の評価」と読み替えるも

のとする。 

（インセンティブ手当の決定） 

第９条 総長は、第６条第５項（第７条第２項及び前条第２項において読み替える場合を含む。

第３項において同じ。）の規定により各学系等の長から報告のあった年俸制教員に係る定期評

価若しくは臨時評価又は新たに年俸制の適用を受ける際の評価の結果を踏まえて、各年俸制教

員のインセンティブ手当を決定する。この場合において、総長は必要に応じて評価結果を確認

する委員会等を設置し、当該委員会等において評価結果を確認させることができる。 

２ 総長は、前項の規定により決定したインセンティブ手当を学系等の長に通知するものとする。 

３ 前項の通知を受けた学系等の長は、第６条第５項の規定により報告のあった部局の長へ通知

し、当該部局の長は各年俸制教員に当該年俸制教員に係る評価結果及びインセンティブ手当を

通知するものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、インセンティブ手当の決定に関し必要な事項は、総長が別に定

める。 

（平２８達２１・一部改正） 

（定期評価及び臨時評価に係る不服申立て） 

第１０条 年俸制教員は、前条第３項で通知を受けた評価結果（第８条による評価結果を除く。）

に不服があるときは、同項の通知を受けた日から３０日以内に、部局の長に不服を申し立てる

ことができる。 

２ 部局の長は、前項の規定により不服申立てがあったときは、当該不服申立ての趣旨、理由等

を勘案し、当該年俸制教員の再評価を行うか否かを審査し、その結果及び理由を当該年俸制教

員及び委員会に通知する。 

３ 委員会は、前項の規定により再評価の通知を受けた場合は、当該年俸制教員について再評価

を行い、その結果を部局の長に通知する。 

４ 部局の長は、前項の再評価の結果を当該年俸制教員の所属する学系等の長に報告し、当該学

系等の長はその報告に基づき、総長に報告する。 

５ 前条の規定は、再評価の場合に準用する。この場合において、同条第１項中「第６条第５項

（第７条第２項及び前条第２項において読み替える場合を含む。第３項において同じ。）」と

あるのは「第１０条第４項」と、「定期評価若しくは臨時評価又は新たに年俸制の適用を受け

る際の評価」とあるのは「再評価」と、同条第３項中「第６条第５項」とあるのは「第１０条

第４項」と、「評価結果」とあるのは「再評価の結果」と読み替えるものとする。 

６ 再評価の結果に対する不服申立ては、これを行うことができない。 

（平２８達２１・一部改正） 

（業績評価） 

第１１条 第２条第１項第３号の業績評価は、一の事業年度ごとに、当該年度の末日を基準日と

して実施する。 

２ 部局の長は、業績評価の実施に際しては、第３条各号に掲げる活動のうちから当該部局にお



 

ける評価項目を定めるなど、必要な事項を定めて年俸制教員に通知するものとする。 

３ 部局の長は、年俸制教員ごとに業績評価を行うものとする。 

４ 部局の長は、前項の評価結果を当該年俸制教員の所属する学系等の長に報告し、当該学系等

の長はその報告に基づき、総長に報告するものとする。 

５ 前４項に定めるもののほか、業績評価に関し必要な事項は、総長が別に定める。 

（平２８達２１・令３達５０・一部改正） 

（業績一時金の決定） 

第１２条 総長は、前条第４項の規定により各学系等の長から報告のあった年俸制教員に係る業

績評価の結果を踏まえて、各年俸制教員の業績一時金を決定する。 

２ 総長は、前項の規定により決定した業績一時金を学系等の長に通知するものとする。 

３ 前項の通知を受けた学系等の長は、前条第４項の規定により報告のあった部局の長へ通知し、

当該部局の長は各年俸制教員に当該年俸制教員に係る業績評価の結果及び業績一時金を通知す

るものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、業績一時金の決定に関し必要な事項は、総長が別に定める。 

（平２８達２１・一部改正） 

（事務） 

第１３条 年俸制教員の評価に関する事務は、人事部人事企画課において処理する。 

（令３達１８・一部改正） 

（その他） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、年俸制教員の評価に関し必要な事項は、総長が定める。 

附 則 

この規程は、平成２７年３月１日から施行する。 

附 則（平成２８年達示第２１号） 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行日前に年俸制教員が第７条第１項の特に顕著な業績をあげた場合又は第１０

条第１項の規定により不服を申し立てた場合は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

３ 国立大学法人京都大学教員就業特例規則の一部を改正する規則（平成２７年達示第７５号）

附則第２項の規定の適用を受ける教員に第２条第１項の新たに年俸制の適用を受ける際の評価

を行う場合は、第８条第２項の規定により準用する改正後の第６条第５項の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

附 則（令和３年達示第１８号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年達示第５０号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和３年９月２８日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この規程の施行後最初に第１条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員給与

規程（以下「給与規程」という。）第８条第１項第１号の規定により定める昇給期間の始期は、

令和６年４月１日に始まる事業年度とする。 

第３条 第１条の規定による改正後の給与規程第８条第１項の規定にかかわらず、令和４年１月

１日から令和６年１月１日までの期間における同規程第５条第１項第４号の適用を受ける教員

の昇給については、なお従前の例による。 

第４条 第１条の規定による改正後の給与規程第８条第１項の規定の令和７年１月１日から令和

９年１月１日までの期間における適用については、同項第１号中「３年間」とあるのは「２年

間」とする。 

第５条 第１条の規定による改正後の給与規程第３１条の規定にかかわらず、令和３年１２月１

日から令和４年１２月１日までの期間における同規程第５条第１項第４号の適用を受ける教員

の勤勉手当については、なお従前の例による。 

第６条 第２条の規定による改正後の国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程第５条の規定に

かかわらず、令和３年１２月１日から令和４年１２月１日までの期間における同規程の適用を



 

受ける年俸制教員の業績一時金については、なお従前の例による。 

第７条 第４条の規定による改正後の京都大学年俸制教員の評価に関する規程第１１条の規定に

かかわらず、令和３年１２月１日から令和４年１２月１日までの期間における同規程の適用を

受ける年俸制教員の業績評価については、なお従前の例による。 

    （令３達５７・一部改正） 

   附 則（令和３年達示第５７号） 

 この規程は、令和３年１０月２９日から施行する。 


